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１．目的は、利用者の選択（比較検討）に資することです。 
 
 
２．評価のように格付け、画一化を目的としません。 
 
 
３．公表情報の評価は、利用者自身がするものです。 
 
 
４．公表情報の責任は、事業者が有するものです。 
 
 
５．客観的事実確認が必要な情報について調査を実施します。 
 
 
６．調査は内容の良悪の判断、評価、改善指導は行いません。 
 
 
７．事業所としては、公表情報の記入や、調査のプロセスを通じて、サービス改善の道筋

を見出す効果があります。 
 


